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育児休業手当金請求書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  組合員が育児休業した場合に支給 

【支給期間】子が１歳に達する日まで  

≪支給期間延長≫（パパママ育休プラスに該当する場合 1歳は 1歳 2カ月となります。） 

支給期間延長事由の(短－２１ページ参照)いずれかに該当する場合は１歳６か月 

に達する日まで支給期間が延長されます。また、１歳６か月に達した時点で、同事 

由に該当する場合は、再度申請することにより２歳に達する日まで延長されます。 

ただし、当初から 1 歳を超える育児休業を取得した方は、子が 1 歳に達する日、

または１歳 6 か月に達する日において※復職の意思があった場合に支給期間の延長

ができます。 

※「給付を延長しなければならない状態にあることの申立書」(所属所証明)が必要です。 
 
≪パパママ育休プラス≫ 

組合員とその配偶者がともに育児休業を取得する場合、配偶者が育児休業に係る子 

の１歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業を取得していれば、その子 

が１歳２か月に達する日（最長、産後休暇を含めた１年間）まで育児休業手当金が 

支給されます。 

 

【支給金額】 

育児休業をした期間が 

１８０日に達するまでの期間（支給率６７％）  

１日につき 標準報酬日額（標準報酬月額の 1/22 の額） × 67/100 

 

１８０日を超える期間（支給率５０％） 

１日につき 標準報酬日額（標準報酬月額の 1/22 の額） × 50/100 

       

＜支給日額上限＞ 

雇用保険法の規定により毎年８月に上限額が変わります。 

令和 6 年８月～令和 7 年７月 

１８０日に達するまでの期間・・・15,690×30×67/100×1/22＝14,334 円 

１８０日を超えた期間   ・・・15,690×30×50/100×1/22＝10,697 円 

 

【添付書類】  

①「辞令の写」又は「育児休業が承認されたことがわかる書類」（育児休業承認請求書の写等） 
②育児休業に係る子の生年月日が確認できる書類 (母子手帳の写し等。①で確認できる場合は不要。) 

 
≪パパママ育休プラスの場合は上記に加え以下の書類が必要となります。≫ 

・住民票の写し（組合員の配偶者であることを確認できる書類） 

・配偶者の「育児休業取扱い通知の写し」 

（配偶者が育児休業を取得していることが確認できる書類） 

《注意事項》 

・請求期間に変更が生じたときは「育児休業手当金変更請求書」を提出してください。 

・報酬の一部が支払われているときは、差額だけが支給されます。【短－２5 ページ参照】 

・勤務を要しない日（土・日曜日）については、支給されません。週休日が土・日曜日以外の日と定められ 

ている場合は土・日曜日について勤務を要しない日とみなします。 

10円未満〔一の位〕四捨五入 

10円未満〔一の位〕四捨五入 
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報酬の日額について【短－２５ページ参照】 

育児休業中に給料の支払い

がある場合のみ、その給料額

を証明してください。 

共済組合にて使用します

ので記入は不要です。 

育児休業開始から

180 日迄と 180 日超

に分けて日数を記入

してください。 

各月ごと土曜日と日曜

日を除いた日数を記入

してください。（祝日は

日数に含む。） 

取得した育児休業期間を

記入してください。 

育児休業手当金の請求

期間を記入してくださ

い。（最長１歳の誕生日

の前日まで） 

 

（C）と（D）の合計日数を記入してください。 

令和 6年 8 月～令和 7年 7 月 

(1A'1)＝15,690 円 

(1B1')＝14,334 円 

(1B2')＝10,697 円 

※毎年 8月に変更されます。 

条件に応じ、どちらか一

方に記入してください。 


